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Ⅱ 策定の趣旨 
 

 

 
１ 平塚市民病院を取り巻く環境 

 

（１）「新公立病院改革ガイドライン」について 

「新公立病院改革ガイドライン」は、全国の公立病院に対し、平成１９年（２００７年）１２月１９

日付けで策定された「公立病院改革ガイドライン（以下「前ガイドライン」という。）」による取組みの

結果、依然として、医師不足等の厳しい環境が続き、持続可能な経営を確保しきれない病院が多いこと、

また平成３７年（２０２５年）の将来像を見据え、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療

需要が大きく変化することが見込まれており、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでい

くことがますます必要になることから、前ガイドラインを踏まえ、経営効率化、再編・ネットワーク化、

経営形態の見直しとの視点に立った改革を継続するとともに、「地域医療構想」やそれに基づく取組み

を整合的に行うことで、地域における良質な医療を確保していくことを目的に、平成２７年（２０１５

年）３月３１日付けで総務省自治財政局により策定されたものです。 

この「新公立病院改革ガイドライン」の中で、公立病院は、平成２９年（２０１７年）度から平成３

２年（２０２０年）度までの計画期間で、「新公立病院改革プラン」を平成２８年（２０１６年）度ま

でに策定するよう求められており、平塚市民病院は、この将来構想に「新公立病院改革プラン」を含ん

で策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医
療提供体制の確保 

その中で、公立病院が安定した経営の下で、「へき地

医療」「不採算医療」「高度・先進医療」等を提供す

る重要な役割を継続的に担っていくことができるよう

にする 

【新公立病院改革ガイドラインの基本的な考え方】 

「新公立病院改革プラン」の策定 

「地域医療構想」の検討及びこれに基づく取組と 
「整合的」に行う必要あり 
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（２）「平塚市民病院あり方懇話会」について 

 

ア 懇話会の位置付け 

「平塚市民病院あり方懇話会」は、平成２０年（２００８年）１１月に策定した「平塚市民病院将来

構想」が平成２８年（２０１６年）度で終了することに伴い、新公立病院改革ガイドラインや地域医療

構想のほか、「２０２５年問題」や現状の医療制度、地域特性及び経営状況を踏まえた次期将来構想（新

公立病院改革プラン）を策定するに当たり、今後（平成２８年（２０１６年）度から平成３７年（２０

２５年）度までの１０年間）の平塚市民病院のあり方について、幅広い意見を求めるために設置しまし

た。 

 

イ 検討内容 

 【テーマ】 

 「平塚市民病院の将来像について」 

  ～「新公立病院改革プラン（平成２９年度）から「２０２５年問題（平成３７年度）」まで～ 

 【テーマに基づく議論の観点】 

 （１）地域医療マーケット（地域における医療の需要）の観点から 

  （２）経営上の観点から 

 

【地域医療構想を踏まえた役割の明確化】 

将来の医療需要、医療機能ごとの病床数

の必要量との整合性、患者数、手術件数、

患者満足度等、医療機能指標の数値目標設

定 

【経営の効率化】 

経営収支比率、医業収益比率等、経

営指標の数値目標の設定、経常黒字化

する数値目標（又は目指す時期）の設

定 

【再編・ネットワーク化】 

二次医療圏又は構想区域等で予定され

る、病院の再編・ネットワーク化の概要と

当該病院が講じるべき具体的な措置 

【経営形態の見直し】 

「地方独立行政法人化」や「指定管理者

制度」など新経営形態への移行計画の概

要 

【ガイドラインに基づく改革プラン策定「４つの視点」】 

４つの 

視点 



 

- 22 - 

 【各参加者からの意見】 

 （１）市の政策的側面から 

（２）医療の機能分化への対応 

（３）依存体質からの脱却 

（４）高度な経営機能の必要性 

（５）その他 

【今後の平塚市民病院のあり方（方向性）】 

《今後の平塚市民病院の方針（ビジョン）》 

ア 将来の社会保障制度や平塚市周辺地域の医療需要を研究・検証し、自立的・持続的な健全経

営の下、市民の皆さんのニーズに応える医療を実践する。 

イ 市民の皆さんの期待に応える公立病院としての立場から、また、高度急性期医療を持続的に

担ってきた経緯を踏まえ、高度急性期（救命救急を含む）と政策医療である、小児・周産期医

療等を継続的に高度に両立して担うことができるユニークな病院とする。 

《方針（ビジョン）を実現するための前提条件》 

ア 救急、小児・周産期等の不採算になりやすい医療を安定的に維持・継続するために、地域医

療のバランスや採算性を踏まえ、担うべき診療科を見直す。また、そうした意思決定の下、医

療提供の維持のため、必要な情報を提供できる高度な経営管理体制を迅速に整える。 

イ 経営の安定化を図るため、救急や紹介等を通じた新規入院患者を継続的に確保し、病床利用

率を向上させるとともに、単価の改善も両立させる。 

ウ 政策医療による、不採算医療の更なる推進については、公的資金援助を依頼する。ただし、

政策医療分野においても、効率的・効果的な医療提供体制への改善に継続的に取り組む。 

エ 地域から信頼されるために、公開講座や地域の医療機関とのカンファレンス、勉強会などを

通じ、医師、看護師、医療技術職、事務職が職種を越えて連携し、積極的に院外へ向け活動を

展開し、市民病院の情報を発信するとともに、市民の皆さんや地域のニーズをしっかりと受け

とめることができる組織風土作りを進める。 

 

 

（３）「次期平塚市民病院将来構想検討会議」について 

「次期平塚市民病院将来構想検討会議」は、「平塚市民病院将来構想（平成２０年（２００８年）１

１月策定）」が平成２８年（２０１６年）度で終了することを受け、「新公立病院改革ガイドライン」及

び「平塚市民病院あり方懇話会」で議論された内容を踏まえた、新たな平塚市民病院の将来構想策定に

ついて広く市民等の意見を求めるために設置しました。 

 

※「次期平塚市民病院将来構想検討会議」の開催日程、検討内容及び検討会議構成員については、別添資料を参照してく

ださい。 

※「次期平塚市民病院将来構想検討会議」の会議録については、平塚市民病院ホームページで公開しています。 

 

 

 


